
子どもの医療費無料化に関する意見書 
 

わが国では急速に少子高齢化が進んでおり、このまま少子化の流れ

が続けば社会・経済に深刻な影響が出てくるものと思われます。 
少子化の背景には様々な要因が挙げられるが、子育てにかかる経済

的な負担の重さが大きな要因の一つと言われており、国においてはそ

の軽減のために児童手当制度を拡充するなど、一定の対策に取り組ん

でいるところです。 
一方、本区では子どもの医療費について、中学３年生までの無料化

を実施しており、他の地方公共団体でも独自に助成制度を設けている

ところはあるものの、対象年齢など制度の内容が各地方公共団体で異

なっているのが現状です。また、国庫補助がないため、厳しい状況に

ある地方財政にとって大きな負担となっています。 
子どもの健康には、病気の早期発見と早期治療、治療の継続が必要

であり、安心して子どもを産み育てられる社会にするためには、国の

制度として子どもの医療費無料化の実現が求められています。 
よって、台東区議会は、国に対し、下記の事項について実現される

よう強く要望いたします。 
記 

１ 国の制度として、中学３年生までの医療費助成制度を創設するこ

と。 
２ 制度創設までの間、地方単独による医療費給付事業を現物給付で

実施した場合に行われる国民健康保険国庫負担金減額調整措置を廃

止すること。 
 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
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